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１．鹿児島県砂防事業設計積算基準の改定内容について

２．多自然川づくりにおける設計のポイントとその事例

［目 次］

河川砂防部会会員
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---改定の背景---

１．調査編

２．計画編

３．設計編

４．維持管理編

５．施工編・資料編

［目 次］

鹿児島県砂防事業設計積算基準の

改定内容について

『テーマ１』



―「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」
および「土石流・流木対策設計技術指針」の改定―

改定の背景

・平成１９年３月に策定・公表されていたが、
平成２５年の伊豆大島の土砂災害等の流木
被害等を踏まえ、流木対策の強化等を中心
に平成２８年４月に改定
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日本の平均気温は、1898年（明治31年）以降では
100年あたりおよそ1.1℃の割合で上昇している。

地球温暖化による影響で、熱帯夜や猛暑日は増
え、１日に降る雨の量が100ミリ以上というような大
雨の日数は、長期的に増える傾向にある。

日本の気候の変化
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流木による被害の拡大

・伊豆大島、阿蘇、広島県庄原市等で大量
の流木が発生し被害が拡大した。

・不透過型砂防堰堤で流木捕捉の効果を見
込んでいたが、実際に流木を捕捉しきれな
い事案の発生

・流木止め、透過型砂防堰堤等の透過型施
設で流木を効果的に捕捉した。
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国交省HPより6



国交省HPより
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国交省HPより
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国交省HPより
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鹿児島における流木捕捉事例①
境松崎川（垂水市）：平成28年台風16号

堆砂状況

堰堤下流より
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鹿児島における流木捕捉事例②
中浜川（垂水市）：平成28年台風16号

堆砂状況（遠景）

スリット部状況
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鹿児島における流木捕捉事例③

磯脇川（霧島市） 平野川本川（垂水市）

平成28年台風16号

12



近年、流木を伴った土石流等の流下により下流域に甚大な被害を及ぼす
「流木災害」が顕在化し大きな問題となっていることに対して「流木災害対
策手法検討調査」を行い、「流木が発生した場合の流出プロセスや、下流
域における氾濫範囲を高い精度で予測すること」が重要となっている。

・立木密度
・樹木の種別（根の引き抜き抵抗力）
・胸高直径の大きさ など

土砂崩壊防止機能判定の判断基準

山腹崩壊危険度判定と土砂崩壊防止機能判定の関係

流木災害における対応
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鹿児島県砂防事業設計積算基準の改定
について

平成２９年１０月

① 調査編

② 計画編

③ 設計編

④ 維持管理編

⑤ 施工編・資料編
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・地形調査に1/50000～1/5000の地形図等を用いて、最新
の航空写真、航空レーザ測量、無人航空機等がある場合は
各資料と照査を行った上で現地踏査を実施し、地形特性を
把握するものである。
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① 調査編の主な改定

航空レーザ測量（ＬＰデータ） 無人航空機（ドローン）
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① 調査編の主な改定（渓流調査）
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② 調査編の主な改定（巨礫粒径調査）
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③ 調査編の主な改定（巨礫粒径調査）

・ランダム法は河床に目立つ巨礫をランダムに選定する方法
・礫径調査は2辺で調査を行う
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④ 参考資料（ランダム法・線格子法による
2辺と3辺の比較）

礫径調査で2辺と3辺での平均値を比較すると2辺のほうが大
きい傾向となる。

鹿児島県砂防事業設計積算基準の
改定内容について

平成２９年１０月

---改定の背景---

① 調査編

② 計画編

③ 設計編

④ 維持管理編

⑤ 施工編・資料編
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１．計画流出量（土砂、流木）の実績値に関するデータ収集のための調査

２．小規模渓流における計画流出土砂量の取り扱い

３．土石流ピーク流量の算出方法

４．計画流木捕捉量の考え方

５．除石計画の考え方

６．砂防堰堤形式選定フロー

②計画編 主な改訂事項

21

１．計画で扱う土砂・流木等の実績値に
関するデータ収集のための調査

１）実績による流出土砂量の算出（←新指針追加）
流出土砂量を実績値を考慮して算出するために、土石流発生時に流下状況

について、調査する必要がある。

【土石流による流出土砂量に関する調査（発災後調査）】
現地調査に加えて、航空レーザ測量、無人航空機（ドローン等）による調査を

用いる場合もある。特に、土石流発生前後の航空レーザ測量結果が得られる
場合は、前後の調査結果の比較によって、流出土砂量を求める手法等もある。

発災後の調査結果

航空レーザ測量や無人
航空機（ドローン等）によ
る三次元地形データ

－ ＝ 流出土砂量
比較

発災前（平時）の調査結果

航空レーザ測量による三次
元地形データ
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２）実績による発生流木量の算出（←新指針追加）
近傍に流木発生事例があり、これらの発生流木量に関するデータがある場

合は、これから単位流域面積あたりの発生流木量（Vwy1（m3/km2））を求め、
下記の式で求めることが出来る。

Vwy=Vwy1×A ・・・（9）

Ａ ：流域面積（km2）（渓床勾配が5°以上の部分の流域面積）
Vwyの値：下図より、針葉樹なら概ね1000m3/km2程度、広葉樹なら

概ね100m3/km2 程度で包含できる。

災害実態調査結果（流域面積と発生流木量の関係）

※なお、この実績値に基づく方法
は、流域の大部分が針葉樹、
広葉樹等の森林により覆われ
ているといった条件の渓流に
適用できる。
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３）実績による土石流ピーク流量の算出（←新指針追加）
土石流ピーク流量を実績値を考慮して算出するために、土石流ピーク流量

の実態について、調査する必要がある。

【流下痕跡からの推定】
・土石流の流下痕跡と流下断面が明らかな場合は、土石流の流速と水深の
推定により流速を求め、ピーク流量を試算する。

【ビデオなどの映像解析によって求めた速度からの推定】
・土石流の流下状況を撮影したビデオがある場合は、これを解析し、流速を
算出する。

・ビデオから流速を算出した地点において、現地調査を行い、流下断面を推
定する。（また、非接触型の水位計を用いて、水位を直接計測し、流下断面
を推定する手法もある）

・流下断面積に流速を乗ずることによってピーク流量を算出する。

非接触型の水位計流下断面の推定ビデオによる流速と流下断面の推定
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２．小規模渓流における計画流出土砂量
の取り扱い

１）計画流出土砂量の基本（←新指針追加）
計画基準点において算出した計画流出土砂量が1000m3以下の場合、計

画流出土砂量を1000m3とする。
ただし、補助基準点において算出した流出土砂量には適用しない。

計画基準点の計画流出土砂量は、
1000m3を下限値とする

計画基準点

補助基準点

補助基準点の計画流出土砂量は、
1000m3以下でOK
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２）小規模渓流における計画流出土砂量の取扱い（参考）
簡易貫入試験を用いて移動可能土砂の厚さを計測する等の詳細な調査を

行うことで、移動可能土砂量を精度良く把握できる場合もある。

計画流出土砂量が1000m3以下であっても調査に基づく土砂量を採用する
ことができる。

詳細な調査を行う場合に限り

【移動可能土砂量を精度良く把握する調査方法】
制約はないが、崩壊土砂量も含めて、移動する可能性のある土砂の幅、深

さについて移動可能土砂量を算出する全区間において、簡易貫入試験など
の現地調査等により移動可能土砂量を把握する。

【小規模渓流の条件】
ただし、小規模渓流は以下の条件全てを満たすものをいう。

・流路が不明瞭で常時流水がなく、平常時の土砂移動が想定されない渓流
・基準点上流の渓床勾配が10°程度以上で流域全体が土石流発生・流下
区間
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３．土石流ピーク流量の算出方法

流出土砂量に基づく土石流ピーク流量Qspの算出の流れ

①1波の土石流により流出すると想定される土砂量Vdqp(m3)
を算出する

②土砂濃度Cdを算出する

Cd：土石流濃度（0.30≦Cd≦0.9C＊）
σ：礫の密度（2,600kg/m3）
ρ：水の密度（1,200kg/m3）
φ：堆積土砂の内部摩擦角（35°）
θ：渓床勾配
・計画地点から上流200mの平均渓床勾配（°）
※流下区間の下流端となると考えられる地点の

勾配（10°）以上とする。
C＊：渓床堆積土砂の容積濃度（0.6）

計画地点から上流200mの平均
渓床勾配が10°より緩い場合

改定：下限値の追加

計画地点（1 波の土石流により
流出すると想定される土砂量
を算出しようとしている地点）

10°以上

流下区間の下流端と
なると考えられる地点
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③土砂濃度Cdを用いて、土石流総流量ΣQ(m3)を算出する

④土石流ピーク流量Qsp(m3/s)を以下の式で算出する

Vdqp ： 1波の土石流により流出すると想定される土砂量 (m3)
Cd ： 土石流濃度（0.30≦Cd≦0.9C＊）

C＊ ： 渓床堆積土砂の容積濃度（0.6）

＊

ΣQ ： 土石流総流量
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計画捕捉流木量とは
「計画規模の土石流」および土砂とともに流出する流木等のうち、土石流・

流木対策施設により捕捉させる流木量

４．計画流木捕捉量の考え方

※改訂後の流木捕捉量の考え方
【透過型・部分透過型の場合】
土石流中の土石・流木を同時に捕捉する。
【不透過型の場合】
流木量の多少によらず少なくとも半分程度流出する。

既往の捕捉事例の調査から、不透過型堰堤で捕捉できる流木
量には、上限があると考えられる。
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改訂前 改訂後

透過型堰堤 計画捕捉量の30% 流木容積率

不透過型堰堤
計画捕捉量の2%

(捕捉事例が無い場合)
流木容積率×0.5

(上限2%)

流木捕捉量の考え方
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計画捕捉量 X : 5000（m3）
計画流出量 V : 4900（m3） ※計画発生抑制量を除く

計画流出土砂量 Vd : 4850 （m3）
計画流出流木量 Vw : 50 （m3）

流木容積率: (計画捕捉量に占める計画流木捕捉量の割合)
KW0=計画流出流木量÷計画流出量

=５０÷４９００=０．０１
本堤流木流出率 α : ０．５

具体的な計算例

改訂前 改訂後

透過型堰堤 30%×5000m3 1500m3

(OK) 0.01×5000m3 50m3

(OK)

不透過型堰堤 2%×5000m3 100m3

(OK) 0.01×5000m3×(1-0.5) 25m3

(NG)

○計算条件（堰堤形式共通）
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除石の種類
１）緊急除石（流木の除去を含む）
・出水により捕捉された土砂及び流木を緊急的に除石する。
・捕捉状況の臨時点検を行い次期出水にそなえて緊急に除石を実施する。

２）定期点検に基づく除石（流木の除去を含む）
・定期的な点検に基づき、計画堆積量を確保するために実施する。

５．除石計画の考え方

土石流・流木対策
施設が十分機能
を発揮

必要に応じて除石
（流木除去含む）

搬出路を含めた
搬出方法の検討

※除石は、礫がほぐれて突発的に下流へ流出する危険があるため、
原則として上流から実施する。

目的 種類 方法
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除石により確保する空間

・透過型

・部分透過型

（計画堆積量を確保しない場合） （計画堆積量を確保する場合）

・不透過型

・部分透過型

・不透過型

33

１）施設効果量および除石量
・土石流･流木処理計画上、必要となる除石量（計画捕捉量、計画堆積量）
・除石量の管理方法（除石の管理基準高の設定、管理用量水標の設置等）

２）除石方法
・除石の実施頻度、堆砂敷までの進入方法、進入後の除石方法等

３）搬出方法
・搬出路の敷設等土砂及び流木の搬出方法や搬出土の受入先

４）点検方法
・緊急除石、定期的な点検に基づく除石の点検実施時期、実施方法等

除石計画
・計画捕捉量確保には除石計画の検討が必要
・計画堆積量を見込む場合は計画堆積量確保のための除石計画が必要

検討項目
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１）堆砂地まで搬出路を構築し、除石に必要な重機を搬入する方法

２）堰堤下流側まで搬出路を構築し、除石に必要な重機を搬入する方法

３）その他の特殊な方法
・モノレール工法や索道工法で重機を運搬し、除石を行う方法
・キャリーダンプ（不整地運搬車）等を使用する方法

除石及び搬出の方法

・大規模な除石に対応可能
・除石期間が短い
・地形改変が大きい

・地形改変が小さい
・除石期間が長い
・土石流発生時の対応困難

堆砂地

堆砂地
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６．砂防堰堤形式選定フロー

○流域特性や想定される土石及び流木の流出現象
を十分把握した上で、経済性、地域環境等に配慮し、
型式を選定
○土砂とともに流出する流木等を全て捕捉するため
には、透過構造を有する施設を原則とする。

土石流・流木捕捉工の選定時の考え方

※計画流下許容流木量が０でない場合・流木対策を
別途計画する場合を除く。
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（現況河床勾配が1/30より急な渓流）

NO

YES

NO

YES 保全対象までに

堆砂空間があるか

最下流えん堤か

YES

不透過型えん堤
部分透過型えん堤

（閉塞型）

山脚固定 かつ流木

捕捉の増大が必要か

NO YES

山脚固定 かつ流木

捕捉の増大が必要か

透過型えん堤

（閉塞型）

部分透過型えん堤

（閉塞型）

NO YES

YES

YES

部分透過型えん堤

（堰上げ型）

透過型えん堤

（閉塞型）
不透過型えん堤

流木対策が必要か

NO

NO

流木止工付

透過型えん堤

（堰上げ型）

流木対策が必要か

流木止工付 流木止工付

流木対策が必要か

保全対象に

近接しているか

土砂の調節量を特に

確保する必要があるか

山脚固定 かつ流木

捕捉の増大が必要か

YES

はじめ

NO

土石流対策えん堤か

YES

YES

 　YES

シラス渓流もしくは

掃流区間のえん堤か

最下流えん堤か

YES

YES

NO

NO

NO

 YES

不透過型えん堤

砂防堰堤形式選定フローの見直し

土石流・流木捕捉工の選定フロー（改訂前）

－削除項目－

○シラス渓流の区別

○土石流対策堰堤の是非

○保全対象への距離

○最下流堰堤の是非

○堆砂空間の有無

○山脚固定の必要性
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砂防堰堤形式選定フローの見直し

土石流・流木捕捉工の選定フロー（改訂後）

－追加項目－

○最大礫径（D95）規模

○透過型堰堤の妥当性

○部分透過型堰堤の妥当性
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鹿児島県砂防事業設計積算基準の
改定内容について

平成２９年１０月

① 調査編

② 計画編

③ 設計編

④ 維持管理編

⑤ 施工編・資料編
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水通しの設計（設計水深）

透過型

不透過型

以下の内、大きい値
②土石流ピーク流量
③最大礫径（D95）

以下の内、最も大きい値
①土砂含有を考慮した流量
②土石流ピーク流量
③最大礫径（D95）

これまでは、①～③の内、最も大きな値を採用していた。
（透過型はスリット部を水が抜けるため、②と③の比較）
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【改訂前】



水通しの設計（設計水深）

土石流・流木処理計画を満足する（整備率100％）渓流の最下流の堰堤においては、水通し
部の設計水深を「土砂含有を考慮した流量」（洪水時）を対象として定めることを基本とする。

土石流・流木対策設計技術指針 解説 2.1.3.1（3） 平成28年4月

質問：土石流・流木処理計画を満足する（整備率 100％）渓流の最下流堰堤が透過型堰堤
の場合の水通し断面の設計において、土砂含有を考慮した流量（洪水時）が土石流ピーク流
量よりも大きい場合は、設計流量を土砂含有を考慮した流量（洪水時）にしてよいでしょうか。

回答：水通しの断面が、土砂含有を考慮した流量（洪水時）を設計流量とした場合に土石流
ピーク流量を設計流量とした場合より大きくなる場合は、土石流ピーク流量を設計流量として
下さい。

土石流・流木対策設計技術指針解説 国総研資料第905号 Q&A 平成28年4月

指針の改定により、水通しを小さく出来る考え方が追加された。
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水通しの設計（設計水深）

以下の内、小さい値
①土砂含有を考慮した流量
②土石流ピーク流量

透過型

不透過型

以下の内、小さい値
①土砂含有を考慮した流量
②土石流ピーク流量

以下の内、大きい値
②土石流ピーク流量
③最大礫径（D95）

以下の内、最も大きい値
①土砂含有を考慮した流量
②土石流ピーク流量
③最大礫径（D95）

整備率100％渓流の
最下流に計画する堰堤

整備率100％渓流の
最下流でない堰堤

100％最下流に該当する堰堤は、①と②を比較して小さい値
を採用する。

42

【改訂後】



非越流部の安定計算

越流部 非越流部

非越流部においても安定計算は必要

43

カットオフ

前庭保護工との取り合いを目的としたカットオフは行わない。

44



袖部処理の特例

地山掘削が安全性等に大きな影響を与える場合、大規模な掘削を行
わない袖部処理を実施できる。

45

・掘削量の増大
・斜面崩落の危険性
・他構造物への影響
・自然環境への影響

・形状は嵌入深に比例：嵌入深a
（幅：a、下流長：a、上流長：3a）
・施工材料強度は堰堤工と同程度
（コンクリートor砂防ソイルセメント）

側壁護岸工の設計

側壁護岸も安定計算が必要であることを明記。

側壁の構造は標準設計により、護岸の表勾配は５分、天端厚は０.５ｍ
程度を標準とする。裏法勾配も含めた断面については、「道路土工－擁
壁工指針」または「土木構造物標準設計（第２巻）」によって、安定計算
より設定する。ただし、滑動に対する安全率は、
・水叩きが有る場合 Fs≧１.２
・水叩きが無い場合 Fs≧１.５
とするが、特別（側壁の背後地の利用状況等）な場合は別途考慮する。

46



スリット採用方針

土石流頻発地域、最下流等の場の条件毎に、評価に重きをおく項目
（配点）を分類。

47

施工性 維持管理 経済性

5 40～ ～

7～10 6～10 10 60
最下流設置 10 10 10 10 10 10 40 100

上流設置 7 6 10 10 10 7 50 100

最下流設置 10 10 10 5 5 10 50 100

上流設置 7 6 10 5 5 7 60 100

土石流頻発地域

その他地域

評　価　項　目

配　　　　　点 10 100

評価項目と配点
信頼性

合計
県内
捕捉
実績

流域
捕捉
実績

安全性

・部材の自
立などの組
立易さ

・工場での
品質保証か

等

・機能部材
の耐久性

・部材交換
のし易さ

等

13～20

価格
（２）

冗長性

（１）

早期効果発現

12～20

鹿児島県砂防事業設計積算基準の
改定内容について

平成２９年１０月

① 調査編

② 計画編

③ 設計編

④ 維持管理編

⑤ 施工編・資料編
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砂防施設長寿命化計画の基本方針

「河川砂防技術基準 維持管理編（砂防編）」より

対象地域の設定

施設の点検

施設の健全度の把握

対策の優先度の検討

対策工法、
経過観察方法の検討

年次計画の策定

渓流・流域の面的な広がり、地域の行政範囲、砂防行政の所
轄区域など計画対象地域を適宜設定する。

定期点検、臨時点検、必要に応じて詳細点検を実施する。

点検結果を基に施設の健全度を把握する。

施設の健全度、防災上の観点等を総合的に勘案して対策の
優先度を決定する。

49

砂防関係施設の点検

砂防堰堤被災事例箇所

定期点検：点検計画に基づき実施
臨時点検：出水や地震などの発生直後
詳細点検：必要に応じて実施

50



健全度の評価
①点検による施設の評価

②優先度を検討する評価指標整理

③優先度検討ツールによる評価

④砂防施設の長寿命化 51

鹿児島県砂防事業設計積算基準の
改定内容について

平成２９年１０月

① 調査編

② 計画編

③ 設計編

④ 維持管理編

⑤ 施工編・資料編
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地盤の支持力の確認

1）平板載荷試験の実施

・堰堤等基礎底面の支持力の確認が必要な場合
・置換え基礎が計画されている場合

2）試験箇所

・堰堤等基礎底面
・置換え基礎底面

※置換え基礎が必須施工として計画されている場合等は、
置換え基礎底面だけで実施する場合もある

置換え

弱層 ｔ

α α

試験箇所
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地盤の支持力の確認

3）基礎構造選定フロー
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地盤の支持力の確認

4）載荷板の大きさ

・試験載荷面から載荷板幅の1.5～2.0 倍程度の深さが調
査対象となるため地盤の深さを考慮
・事前に対象となる構造物基礎の影響範囲や地質の性状
を十分把握する

55

地盤の支持力の確認

5）支持力の算出方法

①許容支持力
・粘性土の場合

ｃＮc＝Ｑu/αt
・砂質土の場合

γ1Ｎr＝Ｑu/βt・Ｂt

②基礎地盤の支持力
ｑa＝1/3×Ｒｕ

＝1/3（ic・α・ｃ・Ｎc+ir・β・γ1・Ｂe・η・Ｎr+iq・γ2・Ｄf・Ｎq）
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１．総説

２．川を把握する（調査）

３．河道・環境特性の整理と課題の抽出

４．目標・基本方針の設定

５．平面・縦断・横断計画

６．河岸・水際部の計画・設計

７．実施状況調査とモニタリング

施工写真（庄内川）

多自然川づくりにおける設計の

ポイントとその事例

『テーマ２』

［目 次］
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平成9年の河川法改正で、「河川環境の整備と保全」

が明記され、「治水」「利水」「環境」の総合的な整備に

よる多自然川づくりが求められた。

鹿児島県においても、平成28年度から「河川事業設

計基準書」に多自然川づくり編が加えられた。

そこで、大隅地域振興局建設部で実施した設計業務

(庄内川)を具体的な事例として取り上げ、多自然川づく

りにおける設計のポイントについて整理した。

☆はじめに
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庄内川の業務概要

庄内川 整備区間 L=1,900m

関之尾の滝

宮崎県
(都城市)

鹿児島県
(曽於市)

庄内川は、平成24年度までに河川改修計画が策定されていたが、平成26年度

に、「鹿児島県河川整備計画検討委員会」により自然豊かな庄内川の景観や環境

を保持しつつ、河川の改修を実施することが提言され、平成27年度に多自然川づ

くりの整備計画検討が行われた。

業務の経緯

庄内川の一部は県立公園区域に指定されており、天然記念物である甌穴群(おう

けつぐん)や河畔林などの豊かな河川環境を有している。

また、ヤマトシマドジョウなどの絶滅危惧種も生息していることから、良好な河川

環境の保全・復元を目指す川づくりが必要であった。

庄内川の現況状況

自然豊かな河川環境

59

1．河川法改正の流れ
これまでの河川改修計画の策定にあたっては、治水のために必要な

検討を行い、その上で必要があれば環境に関する検討を行ってきた。

※ここでの「環境」は、河川と人との関わりにおける生活環境の方だけである

平成9年の河川法改正以後は、すべての一級河川、二級河川及び準

用河川において、3つの目的を同レベルで検討することが必要となった

3つの目的

治水

利水

環境

第1章 総説
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2．多自然「型」川づくりから多自然川づくりへ

建設省(当時)河川局

多自然「型」川づくりの本格的取り組み開始

多自然「型」川づくり

普遍的な川づくりの姿

特別なモデル事業である
かのような誤解を与える

多自然川づくり

「多自然川づくり」とは、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮ら

しや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生

育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行

うこと。

「多自然川づくり」の定義
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3．河川環境を形成する重要な要素

みお筋(瀬・淵)、河岸(河畔林)、水際部は、川の営みによって形成され

生物の重要な生息の場となっており、いずれも多様で豊かな河川環境を

形成するために欠くことのできない重要な要素である。

河川には流速や水深等の多様性が求められる

みお筋や河岸、水際部の良好な環境を形成・保持するため
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川づくりを進める上で治水・利水・環境を総合的に検討する

ために、まず基本事項の確認を行う。

その後、環境特性や河道特性を把握するための調査を行う。

調査の内容としては、文献調査や現地調査がある。

事業計画の目的の把握・治水計画の把握・河川概要の把握・現地の

重要ポイントのピックアップ・過去の工事実績の把握

・文献調査（河川水辺国勢調査、河川環境情報図、レッドデータブック）

・現地調査（河道評価、ラフスケッチの作成、聞き取り調査）

第２章 川を把握する（調査）

基本事項
の確認

調 査
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【庄内川事例】

事業計画の目的の把握・治水計画の把握・河川概要の把握・現地の

重要ポイントのピックアップ・過去の工事実績の把握
基本事項
の確認

過去の氾濫状況と

整備方針の把握
64



【庄内川事例】

・文献調査（河川水辺国勢調査、河川環境情報図、レッドデータブック）

・現地調査（河道評価、ラフスケッチの作成、聞き取り調査）調 査

ラフスケッチの作成 現地で整備方針の

イメージを記入
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現在の河道特性を把握し、具体的な目標を設定するため

に「いい川づくりチェックシート」を活用し河道を評価する。

40点以上であれば概ね良好な状態とされる。

☆河道をいい川づくりチェック

シートで評価してみる

【参考】自然が多様であるための条件

①川が縦断方向に自然につながっている

②水際線が縦断方向に湾曲している

③大小の河床材料が混じっている

④瀬と淵が連続している

⑤場所によって大小の流速がある

⑥他の川や水路と自然とつながっている

⑦水際にワンドやタマリがある

⑧水際は陸域と自然につながっている

⑨水際植生が縦断方向に連続している

⑩水辺林が水面に突出して連続している
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『河道特性』と『環境特性』に分けて整理し、

保全したい点、改善したい点を抽出する。

河道特性の整理
• 河床材料、河床勾配

• 川幅水深比

など

環境特性の整理
• 自然環境

• 景観、歴史、文化

• 利用 など

第３章 河道・環境特性の整理と課題の抽出

河道・環境特性の整理と課題の抽出

67

河道特性の整理

河床材料、河床勾配

川幅水深比 など

寄州部には1～2cm程度の砂利

河床材は2～4cm程度の礫

【庄内川事例】

河床材料調査

河床材料調査

本区間の淵で最も深い

1.5m程度の淵を確認。

（上流からの流れより水衝

点と考えられる。）

水深調査
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環境特性の整理

自然環境：(保全、再生すべき環境資源の把握)

【庄内川事例】

下堤橋より下流

動きのある河床

深み
露頭した岩床

甌穴群

下堤橋より上流

単調化した河床

1975年の航空写真より、当時は

下堤橋上流に甌穴群が確認できる

下堤橋上流付近は木の

陰が水面に映り、生物に

とっては良好な生息場所

となっていた。

木陰による良
好な生息場所
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環境特性の整理

景観・歴史・文化：(特徴のある風景、河川・流域に関する)

(歴史・文化の特徴や景観等の把握)
【庄内川事例】

新堤橋

堤城山城跡

堤城山城跡

堤城山城跡は文化遺産

となっているため、計画

時に配慮した。
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1.事業 明 況

2.現場視察状況

3.現場視察後検討会

有識者への意見徴収

☆有識者や関係機関を招き、現地にて

みお筋や水衝点の位置を確認。

課題は発注者・関係機関

・有識者(大学の教授等)

により現地状況を確認し

ながら抽出した。(図面に

記入した)

特徴・課題の抽出
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整理した河道特性や環境特性を踏まえ，治水安全度を確保するために目指すべき

河道改修の方向性を検討するとともに，動植物の生息空間，河川景観の保全・形成，

人と河川との触れ合い等の観点から，河川環境面での目指すべき方向性を検討する。

第4章 目標・基本方針の設定

【　庄　内　川　】

　　景観の統一を図る。

　  ・みお筋が河川中央へ導かれることに

　・瀬 ≫ 淵 ≫ 洲の連続的な景観と甌穴群

　　　　　　⑤淵保全区域

　　　　　　⑥現況水際の保全

③右岸護岸の安全確保とスムーズな
みお筋の確保区域

②淵境保全区域①自然環境保全区域 ④合流点処理

　　のような景石間の流水を表現する。

　・河床に石を配置することにより、深み

　　流域内より移植することで河川全体の

　　と浅瀬を創出し水生植物や水辺植物を

　　 より、河川内の堆積土砂の軽減される。

 河川景観の連続性の確保 　　 筋を河川中央へ促す。 　　　を行い、水際の保全に努める。

　・堤橋下流の甌穴郡をイメージした景観

　　の復元。

　

　　　　  日陰の形成が見込まれる。 　  ・みお筋を河川中央へ促すことにより 　　 ある。そのため、上流側に水制工を 　 創出を行なう。

　 景観：原風景の創出が可能となる。 　　  水裏の堆積土砂の軽減が期待できる。 　　 配置し下流側を舟底河床とし、みお 　　・将来形を見据えた暫定断面計画

　 （ハルニレ） 　を保全する。 　　  可能となり、水辺生物植物の生育 　  ・合流部のスムーズな流を確保するには  「オオヨドシマドジョウ」の生息環境

　  機能：落葉等による栄養源の供給， 　　  環境が保全される。 　　  合流点上下流の流を適正に導く必要が 　 として、良好な現状の水際を保全しつつ

 河畔林の機能を確保しつつ、新たな景観  屈曲する岩床によるみお筋の掘削を  舟底河床と水制工の計画により、みお筋  舟底河床と水制工の計画により、みお筋  堤城山城跡の河岸付近は良好な景観と

　・河畔林の維持⇒復元，既存樹の保全  水辺生物，植生の良好な環境である淵 　  ・既設護岸の洗掘防止と水際の保全が 　れを確保する。 　この環境を保全する。

　の創出を行なう。 　行いスムーズな流れを確保する。 　を河川中央へ促す。 　を河川中央へ促し合流部のスムーズな流 　良好な水際，淵が形成されていることから

　の消失。

 川幅拡幅による河畔林の消失。 　れていないため、水裏に土砂が堆積し  水裏の大量に堆積する土砂への対応。 　の確保。

 河川構造物による景観性及びエコトーン 　易い形態となっている。

 河床の平坦化により、水辺のエコトーン  淵入口部に屈曲する岩のみお筋が形成  水衝部における河床低下による護岸の  合流部のスムーズな流れの確保。  堤城山城跡の河岸への対応。

　や動植物のハビダットの消失。 　されており、スムーズな流れが確保さ 　安全性の確保。  河川内の堆積土砂への対応。  「オオヨドシマドジョウ」の生息環境

　堆積が確認できる。

 河川中央に大きな堆積土砂ができている。  堤橋より下流域には堤城山城跡があり、

　確認できる。

　ある。 　確認できる。

　している。

 堤橋より上流域には絶滅危惧種ⅠBに指定

　でき、河畔林の植生については良好で  河幅の半分を占める堆積土がある。 　いないため、合流部付近には堆積土砂が

　される「オオヨドシマドジョウ」が生息　確認できる。

　河床洗掘による護岸基礎が現れる箇所も 　が残る。

対
　
　
応

11/180　～　11/940

 河床が平坦化されている。

 河床には、岩盤が露出しており流砂の 　が形成されておりタカハヤ等の魚類が 　部に1.0ｍ～1.5ｍの淵が形成される。  溝之口川との合流部に旧河川護岸の基礎 　その岩床が河岸の一部となっている。

9/900（関之尾堰）　～　10/280 10/280　～　10/380 10/380　～　10/700 10/700　～　11/180

現
　
況

課
　
　
題

 水際にハルニレ，スギ等の高木が確認  河畔林の植生については良好である。

 本河川で最も大量な堆積土が確認できる。

 合流部のスムーズな流れが確保されて

 岩床によるみお筋と深さ1.6ｍ程度の淵  湾曲部に位置する本区間において、水衝

 堤橋上流と下流の河床状況の相違。

【庄内川事例】

①自然環境保全区域 ②淵保全区域 ③右岸護岸の安全確保とスムーズな
みお筋の確保区域

④合流点処理 ⑤淵保全区域
⑥現況水際の保全 72



上流護岸整備

河床の岩や河畔
林の様相は良好で
あり、今後も保全す
べき景観であるため
、自然環境保全区域
とした。

水裏でない直線区間 中央
部において著しい土砂堆積
が確認できる。
上流護岸整備を行うことに
より下流みお筋が中央に移
動することから、より良好な
みお筋を確保するため舟底
河床を計画する。

合流部での流れを考
慮した下流みお筋の
適正化（舟底河床）

計画河床高まで土砂
撤去を行う

改修後にお
ける適正な
みお筋の確
保

河床内に残された既設護岸に2河川が集中
する。そのため、既設護岸背面（白点線部）は
堆積しやすくなっているため、この既設護岸を
撤去し土砂堆積の軽減を図る。

下堤橋

堤橋付近の良好な河川環境

直線区間の河川内に繁茂する植生下堤橋付近の良好な河川環境

基本方針概要図

【庄内川事例】

溝之口川

庄内川
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基本方針詳細図

【庄内川事例】

ハルニレの保全
(10/240付近)

みお筋の創出

ハルニレの保全
(10/160，180付近)

ハルニレの保全(根の保護)を目的とし、自然石（空）積みを行う

10/160付近 10/240付近
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現況(改修前) 目指す環境と景観イメージ(改修後)

創出された水際

甌穴郡を創出し
た河床，水際

動きのある みお
筋と水際の形成

保全対象のハルニレ

保全後のハルニレ

岩掘削により発生した
岩材を利用した空石積動きのある みお

筋と水際の形成

下流から見た景色

上流から見た景色

【庄内川事例】
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【庄内川事例】

①正面拡大

①

②護岸拡大

②

有識者や関係機関等に整備後の状況をイメージしやすく
するために模型を作成した。
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第5章 平面・縦断・横断計画
●平面計画のポイント

○法線は現況流路を基本(現況のみお筋や流路が良好な場合)とする。

○河積の拡大は拡幅(川幅確保)を基本とする。

また、片岸拡幅を基本とし、環境や社会的ダメージを最小限にする。

○旧川敷などの空間を有効活用する。

○計画高水位は現況地盤高程度に設定し、築堤を極力避けて掘込河川とする

ことが望ましい。

【庄内川事例】
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●縦断計画のポイント

トレース図

○河床掘削する場合は元の河床をトレースする。

○河床の安定性と連続性を確保し、新たな床止めは極力設けない。(水生生物の

遡上・降下の妨げにならない工作物の設置)

○巨礫等は存置する。

分散型落差工の構造

河床の安定性と連続性が確保

されていない事例

落差解消を図った事例
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●横断計画のポイント

○河岸が良好な環境となっている場合は、河岸の改変をしないことを基本とする。

○低水敷部の冠水頻度に変化を与え、多様な植生を創出するために、なだらかな

勾配や適度な凹凸をつける工夫を行い、平坦にしないこととする。

○護岸の設置が必要な場合は、必要最小限の設置範囲にとどめるとともに、のり面の

耐侵食性、背後地の土地利用及び河道特性を勘案し、景観に配慮した工夫を行う。

舟底河床とすることにより、みお筋の
確保と水際の早期回復を促す

左岸については、水裏であることから、護岸
は配置せず水際への配慮を行う

舟底河床とすることにより、みお筋の
確保と水際の早期回復を促す

河床掘削、スライドダウンを基本
とし現況の瀬・淵を確保を行う。

【庄内川事例】
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第6章 河岸・水際部の計画・設計

護岸設置の必要性を慎重に判断し、必要最小限の設置とする。

護岸の必要性判定チェックシート

設置方法を工夫しその河川特有の自然や生態系を変えないよう考慮する。

見せ方を工夫することで景観に配慮する。

護岸設置が必要な場合
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護岸が露出する場合の設計

護岸が高い場合は視覚が大きくなり、存在感が増すため、のり肩や水際部に

植生を回復して護岸の見え高さを抑えるなどの工夫を行う。

護岸のり肩の土の堆積や河畔林・植生等の生
育により、護岸の見えが少なくなっている。

水際部に生育した植生が護岸
の見えを少なくしている。

護岸前面の水際部への寄せ土・寄せ石等によ
り護岸の見える部分の高さを抑制している。

【庄内川事例】

計画河床高より中央部を下げ、端部は上げることで護岸の見える高さを抑えた。

また、護岸を玉石積で計画し、深め目地とすることで石間への堆砂による植生繁

茂を創出する工夫を行った。玉石積の深め目地事例
81

護岸素材の明度・彩度・テクスチャー

護岸の素材選定に関する留意事項

①明度(色の明るさ)

護岸が周辺の景観に対して明るすぎず、周辺から目立つ

存在になっていないこと。

②彩度(色の鮮やかさ)

護岸が周辺の景観になじむ色であり、また、古くからその

地域で使われている石積みの色合いなど、周辺から

目立つ存在になっていないこと。

③テクスチャー(素材の持つ質感、肌理)

護岸の表面の凹凸や陰影、ざらざらした質感があり、

人工的でのっぺりとした印象を与えないこと。

④護岸材の形、サイズ、積み方

護岸に使われる石やブロックの形やサイズ、積み方、目地

などが、周辺の景観やその場の特性と調和していること。 明度は6以下を目安とする

周辺との明度差が大きい護岸(明度10程度) 周辺空間に溶け込んだ自然石護岸(明度5程度) 82



第7章 実施状況調査とモニタリング

1. 実施状況調査

目的：施工前後における基礎資料の収集、整理

基礎資料とは．．．

・多自然川づくりの保全・目標に基づいた工事の実施状況

・多自然川づくりの目標に対する河川環境の経年変化

を確認するための資料(様式－実１～３)

内容：多自然川づくり計画の整理、写真撮影

様式－実１

①保全・復元目標 ②対象とする環境目標 ③横断図、構造図など

様式－実２

平面図へ多自然川づくりの保全復元のための工夫事項を記入

様式－実３

施工前及び直後 ①写真撮影 ②チェックリストによる確認

保全・復元目標を設定した｢環境要素｣に着目
83

2. 追跡調査

目的：今後の多自然川づくりへのフィードバック

内容：継続的なモニタリング調査

調査方法 ①写真撮影 ②チェックリストによる確認

調査期間 施工後５年間

調査時期 ①写真撮影 ・年２回程度(植生繁茂期、植生衰退期)

・出水後(年平均最大流量程度)

②チェックリストによる確認

・植生繁茂期の写真撮影時

前述、様式－実３を踏まえた実施
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施工後の庄内川の様子

改修前

平成29年7月撮影

改修後

計画平面図

護岸上段に平場を設け、植樹
を行い環境の復元を行う。

施工時に発生した土砂を流用
して、流域内植生の繁茂を促
し、水際の変化をつける。

施工区間
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施工後の庄内川の様子

既存木を保全する(根を保護する)
ため、自然石の空積み構造とした

1段ずつの高さが抑えられている

ため圧迫感を感じにくい。

石の間に隙間を残すことで、堆砂

による植生繁茂が期待される
平成29年7月撮影
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